
琴浦町内の対象業種に就職される学生・卒業生の
奨学金の変換を助成します。

琴浦町内に
就職

琴浦町内に
定住

鳥取県と琴浦町で
最大全額助成

※無利子の場合

・日本学生支援機構の奨学金
 （Ⅰ種、Ⅱ種）
・鳥取県育英奨学金
・琴浦町林原育英奨学金 他

応募要件 ①奨学金の貸与を受けており、返還の予定または返還中の者
②琴浦町内の対象業種に正規雇用で就職すること
③琴浦町に定住すること

対象業種

助成金額
業種

助成率 助成額（最大）

無利子 有利子 無利子 有利子

特定業種 １/２ １/４ ２１６万円 １０８万円

一般業種 １/４ １/８ １０８万円 ５４万円

【特定業種】
製造業、IT企業、薬剤師の職域、建設業、建設コンサルタント
業、旅館ホテル業、民間の保育士・幼稚園教諭の職域、農林水
産業、理容師・美容師の職域、歯科技工士の職域獣医師の職域、
自動車整備士の職域、自動車小売業、私立の中学校・高校の教
員の職域
※ 獣医師の職域、自動車整備士の職域、自動車小売業、私立の中学校・高校の教員の
職域については、令和８年４月以降の就職者が対象です
【一般業種】
特定業種以外の業種 （公務員を除く）
※ 令和８年４月以降の就職者が対象です

対象奨学金

申請方法はチラシ裏面へ



対象者：県助成金の支給対象者として認定済みで、琴浦町内の対象業種に就職し、琴浦町に定住されている方

★県助成金の交付決定後、町助成金の交付申請


